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６．養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応について 

 

（１） 養介護施設従事者等の定義 

 

    高齢者虐待防止法では、高齢者の福祉・介護サービス業務に従事する者による高齢

者虐待の防止についても規定されています。（高齢者虐待防止法第２条、第 20～26

条） 

    高齢者虐待防止法に規定されている「養介護施設」「養介護事業」「養介護施設従事

者等」は、介護保険施設等の入所施設や介護保険居宅サービス事業者など、老人福祉

法や介護保険法で規定されている高齢者向け福祉・介護サービスに従事する職員全て

が対象となります。 

 

  ※ 上記に該当しない施設等における高齢者虐待については、提供しているサービスに

鑑み、「現に養護する者」と考えられる場合、「養護者による虐待」として対応するこ

とになります。 

 

    なお、65歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又

は養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者（障害者基本法（昭和 45 年法律

第 84 号）第 2 条第 1 号に規定する障害者をいう。）については「高齢者」とみなし

て、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定が適用されます（第 2条第 6

項）。 

 

  ※ 上記のみなし高齢者であっても、虐待者が養介護施設従事者等でなく、当該みなし

高齢者の養護者である場合は、障害者虐待防止法の規定により、養護者による障害者

虐待として対応することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「養介護施設」とは 

 老人福祉法に規定される老人福祉施設、有料老人ホーム（※届出の有無に関わらな

い）、介護保険法に規定される介護老人福祉施設（地域密着型含む）、介護老人保健施設、

介護療養型医療施設、介護医療院、地域包括支援センター 

●「養介護事業」とは 

・ 老人福祉法に規定される老人居宅生活支援事業 

・ 介護保険法に規定される居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援

事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、介護予防支援事業 

●「養介護施設従事者等」とは 

 「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事する者（※） 

※ 業務に従事する者とは、直接介護サービスを提供しない者（施設長、事務職員等）

や、介護職以外で直接高齢者に関わる他の職種も含みます（高齢者虐待防止法第 2

条）。 
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栃木県が指定権限を有する介護保険施設・事業所の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通
報
等 

 
 

下野市 

関連情報の確認 

事実確認の準備等 

監査（立入検査等） 

（介保法第 76条等） 

協力依頼による調査 

（高齢者虐待防止法） 

実地指導 

（介保法第 23条等） 

施設・事業所への監査 

（立入検査等） 

監査へ切り替え 

施設・事業所への 

調査協力依頼 

栃木県 

連絡 

拒否された場合 

状況を県へ報告 

合同調査 

（必要に応じ） 

施設・事業所への 

事実確認 

応答が得られた場合 

利用者の生命や心

身の安全に危害を

及ぼす恐れあり 

栃木県による調査 

介護保険法、

老人福祉法の

立入調査権限 

（省略） 

虐待の有無の判断、緊急性の判断 

（高齢者の安全を確保するための措置） 

改善計画書の提出要請 

（下野市・栃木県） 

文書により調査結果を通知、 

改善計画の提出を求める 

栃木県への

報告 

栃木県 
報告 

改善勧告に至らない

が改善を要すると認

められた事項 

改善・是正状況の確認 

（モニタリング・評価） 

終結の判断 

【改善勧告】 

文書により基準を順守すべきこと

を勧告し、期限内に文書により報

告を求める。 

【改善命令】 

期限を定めて、勧告に係る措置を

採るべきことを命令。期限内に文

書による報告を求める。 

介護保険法による 

権限行使 

正当な理由なく勧告に係る

措置を採らなかった場合 

命令に従わなかった場合、聴

聞・弁明機会を付与し以下へ 

【指定の効力の全部 

または一部停止】 

一連の権限行使を行っても

是正されず、指定継続が看過

できない場合 

【指定の取消】 
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下野市が指定権限を有する地域密着型介護保険事業所の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通
報
等 

 
 

下野市 

関連情報の確認 

事実確認の準備等 

監査（立入検査等） 

（介保法第 76条等） 

協力依頼による調査 

（高齢者虐待防止法） 

実地指導 

（介保法第 23条等） 

施設・事業所への監査 

（立入検査等） 

監査へ切り替え 

施設・事業所への 

調査協力依頼 

栃木県 

連絡 

拒否された場合 

状況を県へ報告 

合同調査 

（必要に応じ） 

施設・事業所への 

事実確認 

応答が得られた場合 

利用者の生命や心

身の安全に危害を

及ぼす恐れあり 

栃木県による調査 

老人福祉法第 18条 
（省略） 

虐待の有無の判断、緊急性の判断 

（高齢者の安全を確保するための措置） 

改善計画書の提出要請 

（下野市・栃木県） 

文書により調査結果を通知、 

改善計画の提出を求める 

栃木県への

報告 

栃木県 
報告 

改善勧告に至らない

が改善を要すると認

められた事項 

改善・是正状況の確認 

（モニタリング・評価） 

終結の判断 

【改善勧告】 

文書により基準を順守すべきこと

を勧告し、期限内に文書により報

告を求める。 

【改善命令】 

期限を定めて、勧告に係る措置を

採るべきことを命令。期限内に文

書による報告を求める。 

正当な理由なく勧告に係る

措置を採らなかった場合 

命令に従わなかった場合、聴

聞・弁明機会を付与し以下へ 

【指定の効力の全部 

または一部停止】 

一連の権限行使を行っても

是正されない場合 

【指定の取消】 

監査（立入検査等） 

（老人福祉法第 18条） 

介護保険法による 

権限行使 

【改善命令】 

期限を定めて、必

要な措置を採るべ

きことを命令 

【事業の制限又

は停止】 

老人福祉法による 

権限行使 

※権限行使は必

ずしも上記の順

に行うものでは

ありませんが、こ

こでは権限の強

さを示す意味で

上記のように記

載しています。 
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（２） 通報等の対象 

 

    高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発

見した者に対し、速やかに市町村へ通報するよう通報義務等を規定しています（高齢者虐

待防止法第 21条）。 

    養介護施設・養介護事業所（以下「養介護施設等」という。）は、職員に対し虐待防止教

育を実施するだけでなく、虐待発見時の通報義務があることを周知しなければなりません。

また、通報の際、相談者が虐待という言葉を使わない場合があることに留意が必要です。

利用者の外傷等の事故報告書から、虐待の疑いを見逃さないことが重要です。 

 

   ① 当該養介護施設又は養介護事業において業務に従事する養介護施設従事者等 

     ⇒ 通報義務 

   ② ①以外の発見者（被虐待高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合） 

     ⇒ 通報義務 

   ③ ①②以外の発見者 ⇒ 努力義務 

 

（３） 通報等を受けた際の留意点 

 

    養介護施設従事者等による虐待に関する通報等の内容について、迅速かつ正確な事実確

認を行うことが必要です。 

    そのため、通報等を受けた職員は、まず通報者から発見した状況等について詳細に説明

を受け、それが養介護施設従事者等による高齢者虐待に該当するかどうか判断できる材料

となるように情報を整理しておきます。 

    通報等の内容が、サービス内容に対する苦情等で他の相談窓口（例えば市町村や当該施

設の苦情処理窓口等）での対応が適切と判断できる場合には適切な相談窓口につなぎ、受

付記録を作成して対応を終了します。 

 

（４） 高齢者の居所と家族等の住所地が異なる場合 

 

    高齢者が入所している養介護施設等の所在地と通報を行った家族等の住所地が異なる

場合、通報等がどちらの市町村に寄せられるかは予測できません。通報等への対応は、養

介護施設等の所在地の市町村が行うこととし、家族等がいる市町村に通報がなされた場合

には速やかに養介護施設所在地の市町村に引き継ぐようにします。その際、必要な情報を

通報者等から確認し、その他高齢者に関する基本情報とあわせて養介護施設等が所在する

市町村へ情報提供を行うことが必要であり、関係する市町村間での適切な連携が重要です。 

    施設に入所している高齢者が住民票を移していない場合にも、通報等への対応は施設所

在地の市町村が行います。 

 



61 

 

（５） 通報者の保護 

 

    相談や通報、届出によって知り得た情報や通報者に関する情報は、個人のプライバシー

にかかわる極めて繊細な性質のものです。養介護施設従事者等が通報者である場合には、

通報者に関する情報の取り扱いには特に注意が必要であり、事実の確認に当たってはそれ

が虚偽または過失によるものでないか留意しつつ、施設・事業者には通報者は明かさずに

調査を行うなど、通報者の立場の保護に配慮することが必要です（高齢者虐待防止法第 23

条）。 

 

（６） 通報等による不利益取り扱いの禁止 

 

   高齢者虐待防止法では、 

    

① 刑法の秘密漏洩罪その他の守秘義務に関する法律の規定は、養介護施設従事者等による

高齢者虐待の通報を妨げるものと解釈してはならないこと（この旨は、養護者による高齢

者虐待についても同様。）（高齢者虐待防止法第 21条第 6項）。 

② 養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報等を行った従事者等は、通報等をしたこと

を理由に、解雇その他不利益な取り扱いを受けないこと（高齢者虐待防止法第 21条第 6

項）。 

 

    が、規定されています。こうした規定は、養介護施設等における高齢者虐待の事例を施

設等の中で抱えてしまうことなく、早期発見・早期対応を図るために設けられたものです。 

    ただし、これらの規定が適用される「通報」については、虚偽であるもの及び過失によ

るもの（※）を除くこととされています。 

    高齢者虐待の事実もないのに故意に虚偽の事実を通報した場合には、そもそも第 21条

第 1 項から第 3 項までに規定する「高齢者虐待を受けたと思われる高齢者」について通

報したことにはなりません。したがって、通報が「虚偽であるもの」については、「高齢者

虐待を受けたと思われる高齢者」に関する通報による不利益取扱いの禁止等を規定する高

齢者虐待防止法第２１条第６項及び第７項が適用されないことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 過失によるもの 

 

  「過失によるもの」とは「一般人であれば虐待があったと考えることには合理性がない場合の

通報」と解されます。したがって、例えば、虐待を現認したうえでなければ過失ありとされるの

ではなく、虐待があると信じたことについて一応の合理性があれば過失は存在しないと解されま

す。 

  一応の合理性とは、具体的には、高齢者の状態や様子、虐待したと考えられる施設従事者の行

動、様子などから、虐待があったと合理的に考えることを指します。 
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（７） 市町村による事実確認 

 

    通報等を受けた市町村は、通報等内容の事実確認や高齢者の安全確認を行います。この

際、事実確認の調査は、通報等がなされた養介護施設従事者等の勤務する養介護施設等及

び、虐待を受けたと思われる高齢者に対して実施します。前述のように、通報等の内容は

様々です。通報が明らかな虚偽である場合はともかくとして、虚偽の通報であるのかどう

かについては、丁寧に事実確認を行い、事案の事態や背景を慎重に見極める必要がありま

す。 

    こうした事実確認等は、基本的には、当該養介護施設等への指定権限等の有無に関わら

ず、通報等を受けた市町村が行います。その中でも、利用者の生命・安全に関わる等の緊

急性の高い事案については、迅速に対応することが必要です。ただし、当該市町村が指定

権限を有していない場合は、指定権限等を有する都道府県と連携し、実施してください。 

    事実確認の方法については、当該事案の通報等の内容（情報の確度、事案の緊急性等）

や当該養介護施設等の状況を踏まえ、以下の３つの中から適切なものを検討のうえ、実施

します。 

 

  ① 高齢者虐待防止法の趣旨を踏まえて、当該養介護施設等の任意の協力の下に行う調査 

 

  ② 介護保険法第 23条に基づく「実地指導」 

 

  ③ 介護保険法第 76 条第 1 項、第 78 条の 7 第 1 項、第 83 条第 1 項、第 90 条第 1

項、第 100条第 1項、第 115条の 7第 1項、第 115条の 17第 1項、第 115条の

27第 1項に基づく「監査」 

 

    市町村から都道府県への報告は、市町村が行う事実確認により養介護施設従事者等によ

る高齢者虐待が確認された事例に限るのが基本ですが、養介護施設等の協力が得られない

等、さらに都道府県と協働して事実の確認を行う必要が生じた場合、早期に都道府県へ報

告し、都道府県と協働で事実確認を行うことも検討する必要があります。 
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（８） 市町村から都道府県への報告 

 

    高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する通報等を受けた

場合、市町村は虐待に関する事項を都道府県に報告しなければなりません（第 22 条）。

ただし、通報等で寄せられる情報には、苦情処理窓口で対応すべき内容や過失による事故

等、虐待事例以外の様々なものも含まれると考えられます。 

    そのため、都道府県に報告する情報は、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実が

確認できた事例のみとし、毎月定期的に報告することを基本とします。 

    ただし、養介護施設、養介護事業所が調査に協力しない場合等、都道府県と市町村が共

同で調査を行うべきと判断される場合には、高齢者虐待の事実が確認できていなくとも市

町村から都道府県へ報告することが必要となりますので、その場合には、随時報告するこ

ととなります。 

    また、悪質なケース等で、都道府県による迅速な権限発動が求められる場合には、定期

的な報告を待たずに市町村から都道府県に報告することも必要です。 

 

    都道府県に報告すべき事項（厚生労働省令で規定） 

 

① 虐待の事実が認められた養介護施設・養介護事業者の情報 

  （名称、所在地、サービス種別） 

② 虐待を受けた高齢者の状況 

  （性別、年齢、要介護度その他の心身の状況） 

③ 確認できた虐待の状況（虐待の種別、内容、発生要因） 

④ 虐待を行った養介護施設等従事者の氏名、生年月日及び職種 

⑤ 市町村が行った対応 

⑥ 虐待を行った施設、事業所において改善措置が行われている場合にはその内容 

 

    ※ 報告様式は次のページ 
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養介護施設従事者等による高齢者虐待について（報告） 

 

 本件は、当市町村において事実確認を行った事案 

□ 養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実が認められた事案である 

 □ 特に、下記の理由により、悪質なケースと判断したため、都道府県の迅速な対応を行う

必要がある事案である。 

□ 更に都道府県と共同して事実の確認を行う必要がある事案である 

 

 

 

 

（注）（※）印の項目については、不明の場合には記載しなくてもよい。 

１ 養介護施設等の名称、所在地及びサービス種別 

 

 

 

 

 

 

 

２ 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた又は受けたと思われる高齢者の性別、年

齢階級及び要介護その他の心身の状況 

性 別 男 ・ 女 年齢階級※  

要介護度等 
要支援 1 2  要介護 1 2 3 4 5 

その他 

身心の状況 
 

  ※ 該当する番号を記載すること 

    １ 65～69歳  ２ 70～74歳  ３ 75～79歳  ４ 80～84歳 

    ５ 85～89歳  ６ 90～94歳  ７ 95～99歳  ８ 100歳以上 

 

３ 虐待の種別、内容及び発生要因 

虐待の種別 

身体的虐待  介護・世話の放棄・放任 

心理的虐待  性的虐待  経済的虐待 

その他（              ） 

虐待の内容 
 

発生要因 
 

 

・名    称  ：                            

・サービス種別  ：                            

            （事業者番号：                 ） 

・所  在  地  ：                            

            TEL           FAX           
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４ 虐待を行った養介護施設従事者等の氏名、生年月日及び職種 

氏名（※）  生年月日（※）  

（資格を有する者についてはその資格及び職名を、その他の者については職名及び職務内容を記載すること） 

 

 

 

 

５ 市町村が行った対応 

□ 施設等に対する指導 

□ 施設等からの改善計画の提出依頼 

□ 虐待を行った養介護施設従事者への注意・指導 

□ （主として地域密着型サービスについて）介護保険法の規定に基づく勧告・命令・

処分 

□ その他（具体的に記載すること） 

   

 

 

 

６ 虐待を行った養介護施設等において改善措置が行われている場合にはその内容 

□ 施設等からの改善計画の提出 

□ 介護保険法の規定に基づく勧告・命令等への対応 

□ その他（具体的に記載すること） 

 

 

 

 

 

  高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第 22 条第 1 項の規定

に基づき、上記の通り報告する。 

 

  令和  年  月  日 

 

     栃木県高齢対策課 

                    下野市長 ○○○○  

                     

市長印 
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